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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 平成 12(受)890 原審裁判所名 高松高等裁判所 

事件名 配当異議事件 原審事件番号 平成 11(ネ)315 

裁判年月日 平成 14 年 3 月 12 日 原審裁判年月日 平成 12 年 3 月 31 日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 判決   

結果 その他   

判例集等 民集 第 56 巻 3 号 555 頁   

 

判示事項 抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令の効力 

裁判要旨 抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令は，これが第三債務者に

送達される時までに抵当権者により当該債権の差押えがなされなかったとき

は，その効力を妨げられない。 

 

全 文 

   主    文 

１ 原判決を次のとおり変更する。 

第１審判決を次のとおり変更する。 

（１）松山地方裁判所宇和島支部が同庁平成１０年（リ）第１５４号配当事件について，

平成１０年１０月２０日作成した配当表の「配当金」の欄のうち，被上告人Ｂ１協会の配

当額１４６０万６２３６円を１２５１万６７２１円に，同株式会社Ｂ２銀行の配当額８４

７万７８３５円を０円に，上告人の配当額３４２万６７６０円を１３９９万４１１０円に

変更する。 

（２）上告人の被上告人Ｂ１協会に対するその余の請求を棄却する。 

２ 訴訟の総費用は，被上告人らの負担とする。 

   理    由 

上告代理人東俊一，同中川創太の上告受理申立て理由について 

１ 原審の適法に確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。 

（１）上告人は，訴外Ｄ（以下「Ｄ」という。）外２名との間の執行力ある和解調書の正本

に基づき，平成１０年３月１７日，松山地方裁判所宇和島支部において，Ｄの訴外愛媛県に対

する用地買収契約に基づく土地残代金３４２万９２６３円（以下「甲債権」という。）の全額

及び第１審判決別紙物件目録記載の建物（以下「本件建物」という。）の補償残金３０４４万

２００３円（以下「乙債権」という。）のうち１０５７万０７３７円について差押命令を得，

同命令は，同月１９日第三債務者である愛媛県に，同月２３日Ｄに，それぞれ送達され，同年

４月１７日確定した。 

次いで，上告人は，同年５月６日，差押えに係る甲債権の全額及び乙債権のうち１０５７万

０７３７円について転付命令を得，同命令は，同月７日愛媛県及びＤにそれぞれ送達され，同

月２０日確定した。 

（２）上告人が本件転付命令を取得した当時，本件建物には，訴外Ｅ株式会社（以下「Ｅ」

という。），被上告人Ｂ１協会（以下「被上告人Ｂ１協会」という。）及び同株式会社Ｂ２銀行

（以下「被上告人Ｂ２銀行」という。）が，この順位による抵当権又は根抵当権を有し，その

旨の登記を経ていた。 
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Ｅは乙債権のうち７３５万７９３２円について，被上告人Ｂ１協会は乙債権のうち１４６

０万６２３６円について，同Ｂ２銀行は乙債権のうち８４７万７８３５円について，それぞれ

抵当権ないし根抵当権に基づく物上代位権の行使として，平成１０年５月１３日，松山地方裁

判所宇和島支部において，差押命令を得，同命令はいずれも，同月１４日愛媛県に送達され

た。 

（３）その後，愛媛県は，甲債権及び乙債権の全額３３８７万１２６６円を供託した。 

（４）松山地方裁判所宇和島支部は，本件供託金の配当を実施するため，同年１０月２０日

の配当期日に，第１審判決別紙配当表（一）の内容の配当表を作成したところ，上告人は，被

上告人Ｂ１協会への配当のうち２０９万５４０５円，同Ｂ２銀行への配当の全額８４７万７

８３５円に対して，それぞれ異議の申出をした。 

２ 本件は，上告人が，被上告人らに対し，本件転付命令が被上告人ら及びＥのした抵当権

ないし根抵当権に基づく物上代位に優先すると主張して，上記配当表の「配当金」欄のうち，

上告人への配当額３４２万６７６０円を１４００万円に，被上告人Ｂ１協会への配当額１４

６０万６２３６円を１２５１万０８３１円に，同Ｂ２銀行への配当額８４７万７８３５円を

０円にそれぞれ変更することを求める配当異議の訴えである。 

原審は，前記事実関係の下で，賃料債権の譲渡につき第三者に対する対抗要件が備えられた

後において，当該賃料債権に対して抵当権に基づく物上代位による差押えを認めた当審の判

決（最高裁平成９年（オ）第４１９号同１０年１月３０日第二小法廷判決・民集５２巻１号１

頁）を引用して，被上告人ら及びＥの抵当権ないし根抵当権に基づく物上代位がこれに先立つ

本件転付命令に優先すると判示し，上告人の本件請求を棄却すべきものとした。 

３ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりで

ある。 

（１）【要旨】転付命令に係る金銭債権（以下「被転付債権」という。）が抵当権の物上代位

の目的となり得る場合においても，転付命令が第三債務者に送達される時までに抵当権者が

被転付債権の差押えをしなかったときは，転付命令の効力を妨げることはできず，差押命令及

び転付命令が確定したときには，転付命令が第三債務者に送達された時に被転付債権は差押

債権者の債権及び執行費用の弁済に充当されたものとみなされ，抵当権者が被転付債権につ

いて抵当権の効力を主張することはできないものと解すべきである。けだし，転付命令は，金

銭債権の実現のために差し押さえられた債権を換価するための一方法として，被転付債権を

差押債権者に移転させるという法形式を採用したものであって，転付命令が第三債務者に送

達された時に他の債権者が民事執行法１５９条３項に規定する差押等をしていないことを条

件として，差押債権者に独占的満足を与えるものであり（民事執行法１５９条３項，１６０

条），他方，抵当権者が物上代位により被転付債権に対し抵当権の効力を及ぼすためには，自

ら被転付債権を差し押さえることを要し（最高裁平成１３年（受）第９１号同年１０月２５日

第一小法廷判決・民集５５巻６号９７５頁），この差押えは債権執行における差押えと同様の

規律に服すべきものであり（同法１９３条１項後段，２項，１９４条），同法１５９条３項に

規定する差押えに物上代位による差押えが含まれることは文理上明らかであることに照らせ

ば，抵当権の物上代位としての差押えについて強制執行における差押えと異なる取扱いをす

べき理由はなく，これを反対に解するときは，転付命令を規定した趣旨に反することになるか

らである。なお，原判決に引用された当審判決は，本件とは事案を異にし，適切ではない。 

（２）これを本件についてみると，前記事実関係によれば，被上告人らの抵当権又は根抵当

権の物上代位としての差押えは，上告人の得た転付命令の効力を妨げることはできず，乙債権
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中本件転付命令に係る部分は上告人の独占的満足に供されるべきであって，これについて被

上告人らの抵当権又は根抵当権の効力を主張することはできない。 

これと異なる見解に基づき，上告人の本件請求を理由がないとした原審の判断には，判決に

影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり，この点をいう論旨は理由がある。 

４ したがって，甲債権３４２万９２６３円及び乙債権中の本件転付命令に係る１０５７

万０７３７円の合計１４００万円は上告人に対して交付し，本件供託金からこれらの金額を

控除した１９８７万４６５３円をＥ及び被上告人らにその順位に従って配当すべきであり，

この計算によれば，上告人に対してはその手続費用５８９０円及び債権の内金１３９９万４

１１０円を交付すべきであり，被上告人Ｂ２銀行への配当金については，同被上告人に配当す

べきものとされた８４７万７８３５円を０円とし，被上告人Ｂ１協会への配当金については，

同被上告人に配当すべきものとされた１４６０万６２３６円を１２５１万６７２１円に減額

すべきこととなる。 

そうすると，本件請求は，上記のとおり配当表の変更を求める限度で理由があるから認容

し，その余は棄却すべきである。原判決及び第１審判決は，主文第１項のとおり変更すべきで

ある。 

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 奥田昌道 裁判官 濱田邦夫） 

 

 

※参考：判例タイムズ 1785 号 35 頁、判例時報 1091 号 68 頁、金融商事判例 1148 号 3 頁、 

最新・不動産取引の判例（RETIO）235 頁 

 

 


